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Ⅰ 対象地域等 

 本地域医療再生計画は、静岡県全域を対象地域としている。 
 本県の総人口は、平成22年（2010年）10月１日現在、3,765,044人（速報値）で、日本

の総人口の約2.9％を占めている。 

 本県は、本州中部の太平洋岸に位置し、東端は熱海市の初島、西端は湖西市の西端、南

端は下田市の神子元島、北端は静岡市北端の間ノ岳（3,189ｍ）であり、東西約 155ｋｍ、

南北約 118ｋｍに及び、変化に富んだ地形をなしている。 

 大都市圏の間に位置する本県は、東西交通の要衝であり、東名高速道路、国道一号、東

海道新幹線、東海道本線が東西に走り、平成 24 年度には新東名高速道路が開通する。一方、

南北交通路の整備は遅れており、伊豆縦貫道、中部横断自動車道、三遠南信自動車道等の

整備が進められている。 

 医療については、本県では８つの２次保健医療圏を設定し、医療提供体制の確保を図っ

ているが、人口 10 万人当たりの医師数は、184.0 人（平成 20 年末）と全国平均の 224.5

人（同年末）を大きく下回り、医師の不足が顕著であるうえ、医療施設や医療従事者など

の医療資源は、東西に貫通する鉄道、幹線交通路沿いの地域に集中する傾向にあり、地域

偏在が見られる。 

このような中、特に医師等の医療従事者が少なく、医療提供体制の確保が難しくなり

つつあった中東遠医療圏域及び志太榛原医療圏域について、平成21年度に地域医療再生

計画を策定し、公立病院の統廃合や地域の医師の確保など、地域における医療課題の解

決を図っているところであるが、医療資源の確保や、数少ない医療資源を有効に活用し

た医療提供体制の充実強化は、全県的な課題であり、早急な対応が求められている。 

 本県では、県保健医療計画に基づき、救急医療などの「命を守る医療」の確保を中心に、

「発症予防・重症化予防」、「療養体制の充実」を推進しているところであるが、少子・高

齢化の急速な進展や、医師の不足、偏在など医療を取り巻く社会環境が大きく変化し、さ

らに全国で発生している脳内出血を起こした妊婦の死亡事例や、手術後間もない精神疾患

患者の死亡の発生等に対し、従来から進めてきた医療提供体制の整備だけでは、対応が困

難になっている。 

 そこで、今回の地域医療再生計画では、医療提供体制の整備の中でも喫緊の課題となっ

ている「命を守る医療」である救急医療及び周産期医療並びに「著しく進展している高齢

社会」に対応する介護サービスと連携した在宅医療分野に重点をおき、中長期的な医療資

源の確保とともに、数少ない医療資源である医療施設の機能拡充を図るための施策を盛り

込み、三次医療圏である本県全域を対象地域とし山積する課題の解決に取り組むこととす

る。
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Ⅱ 地域医療再生計画の期間 

本地域医療再生計画は、（別途国から指示がある日）から平成25年度末までの期間を

対象として定めるものとする。 

 

 

Ⅲ 現状の分析 

１ 人口構成と将来人口 

 本県の平成22年10月１日現在の人口は3,765,044人で（国勢調査速報値）であり、平成

17年の3,792,377人と比べて約2.7万人減少している。 

 また、「日本の都道府県別将来人口推計」（国立社会保障・人口問題研究所Ｈ19年５

月推計）によると、これまで増加を続けてきた本県の総人口は年々減少し、平成27年に

は371万人、平成47年には現在より約52万人少ない324万人に減少すると推計されており、

年齢別に見ると、年少人口（14歳以下）が減少する一方で、高齢者人口（65歳以上）は

増加し、少子高齢化が一層進行することとなり、医療需要の増大が見込まれる。 
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２ 医療提供施設について 

(1)  本県には、平成 23 年４月１日現在、病院数は 187 施設、病床数は 40,322 床ある。

その内訳は、一般病院が 85 施設（21,838 床）、療養病院が 70 施設（11,217 床）、精

神科病院が 32 施設（7,021 床）、結核病床を有する病院が６施設（198 床）、感染症病

床を有する病院が 11 施設（48 床）となっている。 

   人口 10 万人当たりの全病床数は 1,072.3 床となっており、全国平均の 1,256.0 床

を 183.7 床下回っている。特に一般病床と精神病床が少なく、一般病床数は、少ない

方から全国５位の 581.6 床となっており、全国平均の 710.8 床を 129.2 床下回ってい

る。また、精神病床数は少ない方から全国４位の 188.5 床となっており、全国平均の

273.0 床を 84.5 床下回り、最も多い鹿児島県の１／３程度となっている。(平成 21

年 10 月１日現在)。 

(2)  一方、診療所については、平成 23 年４月１日現在、2,748 施設あり、その主たる診

療科による内訳は内科系 1,992 施設、外科系 374 施設、ともに標榜する施設は 382 施

設である。また、有床診療所は 286 施設（病床数 2,844 床）となっている。 
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図 １  静岡県総人口の推移 
万人 

 

 

実績値         推計値 

                       ←→ 

昭和                   平成 

 

資料 ： 国立社会保障・人口問題研究所「都道府県将来推計人口」（19 年 5月推計） 
         総務省「国勢調査」 



 

4 

[表２－１ ２次保健医療圏の概況（病院）]  平成 23 年 4 月 1日現在（使用許可病床） 

病床数  

病院数 
 

一 般 

病床数 

療 養 

病床数 

精 神 

病床数 

結 核 

病床数 

感染症

病床数

賀  茂 10 1,554 454 658 438 ０ ４

熱海伊東 ８ 1,128 679 445 ０ ０ ４

駿東田方 49 8,280 4,784 2,224 1,266 ０ ６

富  士 19 3,799 1,821 968 994 10 ６

静  岡 28 7,785 4,730 1,925 1,024 100 ６

志太榛原 13 3,846 2,314 1,062 446 18 ６

中 東 遠 19 4,026 2,032 994 994 ０ ６

西  部 41 9,904 5,024 2,941 1,859 70 10

県 全 体 187 40,322 21,838 11,217 7,021 198 48
 

 

[表２－２ ２次保健医療圏の概況（診療所）] 平成 23 年 4 月 1日現在（使用許可病床） 

一般診療所 歯科診療所 

診療所数 診療所数 

 

 うち有床
病床数 

 うち有床 
病床数 

賀  茂 59 ５ 36 38 ０ ０

熱海伊東 96 15 212 71 ０ ０

駿東田方 474 78 814 358 １ ２

富  士 267 39 397 193 ０ ０

静  岡 563 37 324 354 ２ ３

志太榛原 308 24 198 182 ０ ０

中 東 遠 304 29 261 180 ０ ０

西  部 677 59 602 413 ０ ０

県 全 体 2,748 286 2,844 1,789 ３ ５

 

３ 医師数について 

(1) 医師数の状況 

平成 20 年末における本県の医師数は 6,993 人で、10 年間で 17.6％、２年間で 4.0％

増加している。人口 10 万人当たりの医師数は 184.0 人で、全国平均の 224.5 人と比

較すると 40.5 人下回っている（少ない方から全国４位）。しかしながら、ここ２年間

の増加率は 4.0％で、全国平均の 3.2％を上回っている。（表３－１） 

病院に従事する医師数は 108.9 人で、全国平均の 136.5 人と比較すると、27.6 人下

回っている。医育機関附属の病院の医師数が２年間で減少する反面、医療施設及び介

護老人保健施設以外の医師数は大幅に増加している。 

病院の病床 100 床当たりの医師数は 10.6 人（常勤換算）となっている。（全国平均

11.7 人）（資料：平成 20 年「医療施設調査」・厚生労働省） 
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   [表３－１ 業務種別医師数及び増加率]            （単位：人） 
 

 
区 分 総 数 

病 院 
医育機関

診療所 
介護老人 

保健施設 

医療・ 

老人保健

施設以外 

その他

人数 
6,993  

（184.0） 

4,137 

(108.9)

546 

(14.4)

2,565 

(67.5)

100  

(2.6) 

137  

(3.6) 

54 

(1.4)
静 

岡 

県 増加率 
4.0%  

(17.6%) 

3.4% 

(17.8%)

-2.0% 

(15.7%)

4.7% 

(14.1%)

3.1%  

(132.6%) 

18.1%  

(53.9%) 

-12.9% 

(1.9%)

人数 
286,699  

（224.5） 

174,266 

(136.5)

46,563 

(36.5)

97,631

(76.5)

3,095  

(2.4) 

8,923  

(7.0) 

2,784 

(2.2)全 

国 増加率 
3.2%  

(15.3%) 

3.5%

(13.8%)

4.2% 

(13.3%)

2.5% 

(16.5%)

7.1%  

(68.4%) 

2.6%  

(14.7%) 

-0.6% 

(35.0%)

（資料：「医師・歯科医師・薬剤師調査」（平成 20 年）・厚生労働省） 

（注 1）「総数」欄の（ ）内は人口 10 万人当たりの数 

（注 2）「増加率」は平成 18 年からの２年間、（ ）内は平成 10 年からの 10 年間 

 

[表３－２ ２次保健医療圏別の医師数] 

実  数 人口 10 万人当たり  

 うち病院  うち病院 

賀  茂 89 40 118.3 53.1

熱海伊東 263 174 234.9 155.4

駿東田方 1,303 856 192.3 126.4

富  士 506 244 131.3 63.3

静  岡 1,436 885 199.8 123.1

志太榛原 640 362 135.0 76.3

中 東 遠 545 287 113.5 59.8

西  部 1,920 1,289 219.4 147.3

県 全 体 6,702 4,137 176.4 108.9
※ 医師数は、平成 20 年 12 月 31 日現在（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師」） 

※ 平成 20 年 10 月１日現在推計人口（総務省統計局、県統計利用室）で除したもの 

 

 

(2) 医療施設に従事する医師の状況 

平成20年末における本県の医療施設従事医師数は6,702人で、人口10万人当たり 

176.4人であり、全国平均の212.9人を大幅に下回り全国44位である。２次医療圏ご

との偏在も大きく、最も医師の多い熱海伊東医療圏域（人口10万人当たり234.9人）

と最も少ない中東遠医療圏域（同113.5人）の格差は、2.07倍となっている。 

平成18年末における本県の従事医師数は人口10万人当たり169.9人であり、平成20

年末の従事医師数は176.4人と増加しているものの、全国の従事医師数増加数の伸び

と比較すると、全国の人口10万人当たり6.6人対し、本県では6.5人であり、全国の

増加と比較して下回っている。 

診療科別の医師数について、平成20年末、本県では、内科1,374人、外科463人、小

児科459人、産婦人科244人、麻酔科165人であり、平成18年末と比較すると小児科、

麻酔科で若干医師数が増加するなど全体としては増加しているものの、内科、外科

等で大幅に人数が減っている。 
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(3) 医療施設に従事する医師の年齢構成 

県内の医療施設に従事する医師の平均年齢は 48.3 歳で、うち診療所の医師の平均

年齢は 58.0 歳、病院の医師の平均年齢は 42.2 歳で、大きな差がみられる。 

年齢階級別にみると、診療所では、最も多いのが 50 歳代の 780 人（30.4％）であ

るが、70 歳代以上も 551 人（21.5％）と診療所勤務医師の約 1/5 を占めている。 

病院では、30 歳代が 1,458 人（35.2％）で最も多く、30 歳代及び 40 歳代で 59.9％

を占めている。（表３－３） 
 

[表３－３ 医療施設に従事する医師の年齢]  

医 師 数(人) 

区 分 
平均年齢 

  (歳) 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 
70歳代

以上 
計 

診療所   58.0     6   170   601   780   457   551 2,565 

病 院   42.2   645  1,458 1,022   635   232   145 4,137 

全 体   48.3   651  1,628  1,623  1,415   689   696 6,702 
              （資料：「医師・歯科医師・薬剤師調査（平成 20 年）」・厚生労働省） 

 

   [表３－４  医療施設に従事する医師の平均年齢の推移] 

区分 平成 12 年 平成 14 年 平成 16 年 平成 18 年 平成 20 年 

病 院 ４０．５ ４０．８ ４１．１ ４１．７ ４２．２ 

診療所 ５８．２ ５８．１ ５８．４ ５８．２ ５８．０ 

全 体 ４７．８ ４７．８ ４８．０ ４８．０ ４８．３ 
              （資料：「医師・歯科医師・薬剤師調査（平成 20 年）」・厚生労働省） 

 

４ 看護職員について 

(1) 看護職員の状況 

少子高齢化や疾病構造の変化等に伴う医療需要の増大や多様化により、看護業務は

高度専門医療にかかるものから慢性疾患・在宅療養患者等の訪問看護に至るまで役割

が拡大し看護職員の需要が増大する一方、夜勤など厳しい勤務環境等により、離職者

は少なくなく看護職員は慢性的な不足が続いている。 

本県における平成 20 年末の就業看護師等の数は看護師が 23,547 人、准看護師が

7,674 人で、平成 14 年末の看護師 19,562 人に比べ 3,985 人・20.4％増加する一方、

准看護師 7,861 人に比べ 187 人・2.8％減少している。 

年齢別状況を見ると、20 歳代から 30 歳代の占める割合は、看護師で全体の 55.3％、

准看護師で全体の 27.1％であり、准看護師は若年層が減少し、高年齢化が進む傾向に

ある。 

平成 20 年末の人口 10 万人当たりの就業看護師数は 619.7 人で、全国平均の 687.0

人と比較すると 67.3 人下回っている。（就業看護師及び就業准看護師の合計数は、

821.6 人で全国平均の 980.7 人と比較すると 159.1 人下回っている。） 

また、特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護を

行う認定看護師は、本県では 258 人（全国 9,048 人）となっている（表４－１）。 

(2) 看護職員の需給動向（第７次静岡県需給見通し） 

平成 22 年 12 月に策定した「第７次静岡県看護職員需給見通し（期間平成 23 年～

27 年）」（表４－２）では、平成 27 年における需要数は 37,209 人、供給数は 36,348

人、充足率は 97.7％となり、平成 22 年の 97.2％に比べ一定の改善が見込まれる。 

しかしながら、当面の間 1,500 人程度不足する見通しである。 
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[表４－１ 認定看護師登録者数]            （単位：人） 

分野 救急看護 新生児集中ケア 小児救急看護 そ の 他 合  計 

静岡県 18 ５ ２ 233 258 

全  国 622 237 131 8,058 9,048 

                                         平成 23 年 10 月 1 日 日本看護協会調べ 

 

 [表４－２ 第 7次看護職員需給見通し]            （単位：人） 

需 給 見 通 し  

 

H21.6.1 

現在 

Ｈ２２ 

見込み Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

需要数 34,109   35,199   35,970   36,457   36,838   37,209

供給数 33,157   33,786   34,392   34,996   35,674   36,348

過不足 ▲  952 ▲ 1,413 ▲ 1,578 ▲ 1,461 ▲ 1,164 ▲  861

充足率 

32,544 

(現員

数) 
97.2％ 96.0％ 95.6％ 96.0％ 96.8％ 97.7％

  （注）需要数・供給数は常勤換算である。 

 

 

５ 救急医療体制について 

(1) 本県の状況 

本県では、主として軽症患者の外来医療を担う初期救急医療から、入院が必要な重

症患者に対応する第２次救急医療、多発外傷等の重篤患者を受け持つ第３次救急医療

まで、段階を追った救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進している。 

  しかしながら、救急搬送人数は、平成 10 年には約９万２千人であったが、平成 22

年には約 13 万６千人（約５割増）を数えるなど、年々増加する傾向にある。（図５－

１） 

  また、精神科分野においては、緊急な医療を必要とする精神障害者等に対し精神科

医療を提供する体制の整備を推進しており、精神科救急医療施設の利用は年間約1,500

件で、このうち約４割は入院となっている。しかしながら、精神疾患を有する救急患

者が外科的治療や専門的な身体的治療を必要とする場合には、精神科のみならず専門

の医師による治療が必要となるため、精神疾患と身体疾患を併せて治療できる医療連

携体制の充実が求められている。 

(2) 救急医療体制 

ア 第３次救急医療(救命医療) 

第３次救急医療については、現在、重症及び複数の診療科領域にわたる重篤救急

患者の救命救急医療を 24 時間体制で行う救命救急センターを、東部２施設、中部２

施設、西部４施設、計８施設を整備して対応している。 

さらに、ドクターヘリを順天堂大学医学部附属静岡病院（伊豆の国市）と総合病

院聖隷三方原病院（浜松市）で運航し、２機体制で全県をカバーし、救急専門医が

現場に急行し救命救急処置を行うことにより、重症患者の救命率の向上や後遺症の

軽減を図っている。ドクターヘリを複数機運航しているのは全国でも北海道、静岡

県、千葉県のみであり、特に山間地や半島部の救急医療体制の強化に大きく貢献し

ている。（図５－３） 

平成 17 年度以降、県内に救命救急センターを新たに３施設指定しているものの、



 

8 

１施設あたりの救急車受入れ件数は増加しており、救急搬送患者への応需率も低下

しており、一層の充実が必要である。（表５－４、５） 

また、熱傷等の高度専門的救命医療については、ドクターヘリを活用し県外の医

療機関へ搬送している事例がある。（表５－６） 

一方、妊産婦救急については、一般の重篤患者の搬送に比較して、受入れ先医療

機関の選定に時間を要している。（表５－７） 

イ 第２次救急医療（入院救急医療） 

第２次救急医療は、第２次救急医療圏ごとに病院群輪番制により、入院を必要と

する重症救急患者に対応しているが、県東部地域については病院群輪番制参加医療

機関が減少している。（表５－９） 

県の中西部の２次救急医療圏では公立の総合病院が中心となって輪番制を構成し

ているのに対し、東部の特に、駿豆、御殿場の２次救急医療圏では、単科病院や診

療所の参加を得て辛うじて輪番体制を維持している。（表５－10） 

  ウ 初期救急医療 

初期救急医療は、25 地区のうち、在宅当番医制が 23 地区、休日夜間急患センタ

ー方式が 13 地区という体制により対応しているが、２地区については初期救急医療

体制が構築されておらず、また、８地区では初期救急医療の診療時間に空白を生じ

ている。 

[図５－１ 県内の救急活動実績] 

静岡県内の救急活動の実績（過去10年 ）

111,247

114,281
116,360

123,625

128,638

136,818 136,510

138,600

137,374
136,286

144,692

113,229

120,066

124,376

131,686
130,924 132,389

130,117
128,358

136,002

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

出場件数

搬送人員

平成22年は速報値

 
出典  静岡県県危機管理部 火災統計と消防の現況 
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平成２３年４月１日現在

静岡済生会総合病院

静岡赤十字病院

順天堂大学静岡病院

浜松医療センター
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ドクターヘリ出動範囲
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[ 図５－２ 救急医療の体制図] 

[図５－３ 第３次救急医療体制図] 
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H14年度 H17年度 H21年度

救命救急センター施設数 5 6 7

救急車受入れ総件数 13,562 18,993 23,707

１施設あたり件数 2,712 3,166 3,387  
出典  厚生労働省救命救急センター現況調 

平成19年 平成20年 平成21年

救急患者応需率 99.1% 98.7% 93.6%

　＊応需率=救急患者受入れ数/救急機関照会数
 

出典  消防庁 救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査 
 

 

県内医療機関で収容 県外医療機関で収容 計

1,919
30

(69.8%)
13

(30.2%)
43

総出動
件数

うち熱傷患者の搬送

 
出典  静岡県健康福祉部地域医療課調べ 

[表５－７] 

H19 H20 H21 H19 H20 H21

重症以上の傷病者 0.5% 0.9% 1.0% 1.6% 1.7% 1.5%

産科・周産期の傷病者 0.8% 2.2% 1.9% 1.0% 2.6% 4.1%

回数４回以上の割合 時間30分以上の割合

搬送先医療機関が決定するまでに、消防機関が医療機関へ４回以上、救急車の
現場滞在時間が30分以上の事案の占める割合

 
出典  消防庁 救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査 

 

[表５－８ 第２次救急医療圏] 

２次保健 

医 療 圏 

第２次救

急医療圏 
構 成 市 町 名 

賀茂 賀茂 
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆

町 

熱海 熱海市 
熱海伊東 

伊東 伊東市 

駿豆 
沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、

清水町、長泉町 駿東田方 

御殿場 御殿場市、小山町 

富士 富士 富士宮市、富士市 

清水 静岡市（清水区） 
静岡 

静岡 静岡市（葵区、駿河区） 

志太榛原 志太榛原 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

中東遠 中東遠 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 

北遠 浜松市（天竜区） 
西部 

西遠 浜松市（天竜区以外）、湖西市 

[表５－４ 救命救急センターの救急車受入件数 ] 

[表５－５救命救急センターにおける救急搬送応需率 ] 

[表５－６ 熱傷患者のドクターヘリ搬送件数（平成 21 年度～22 年度）] 
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実数 率

全県合計 78 70 61 61 62 61 61 -17 78.21%

賀茂 3 4 3 2 2 2 3 0 100.00%

熱海 5 5 3 3 3 3 3 -2 60.00%

伊東 10 1 1 1 1 1 1 -9 10.00%

駿豆 19 19 14 13 15 14 14 -5 73.68%

御殿場 6 6 6 7 7 7 7 1 116.67%

富士 7 7 6 7 7 7 6 -1 85.71%

清水 3 3 3 3 3 3 3 0 100.00%

静岡 6 5 5 5 5 5 5 -1 83.33%

志太榛原 4 4 4 4 4 4 4 0 100.00%

中東遠 6 6 6 6 6 6 6 0 100.00%

北遠 2 2 2 2 2 2 2 0 100.00%

西遠 7 8 8 8 7 7 7 0 100.00%

増減（H9→H23）
H9.4.1 H15.4.1 H19.6.1 H20.6.1

　
時期

H21.7.1 H22.6.1 H23.6.1

 

出典  静岡県健康福祉部地域医療課調べ 

 

医療機関数 医療機関名

賀茂 3 共立湊病院、西伊豆病院、伊豆下田病院

熱海 3 所記念病院、南あたみ第一病院、国際医療福祉大学熱海病院

伊東 1 市立伊東市民病院

駿豆
14
(16)

国立病院機構静岡医療センター、沼津市立病院、聖隷沼津病
院、裾野赤十字病院、三島社会保険病院、順天堂静岡病院、西
島病院、伊豆保健医療センター、三島中央病院、岡村記念病
院、伊豆赤十字病院、ＮＴＴ東日本病院、月が瀬リハビリテー
ションセンター、瀬尾記念病院、(富士病院)、(フジ虎ノ門整
形外科病院)

御殿場 7
有隣厚生会富士病院、東部病院、御殿場石川病院、富士小山病
院、フジ虎ノ門整形外科病院、渡辺整形外科内科医院、吉田胃
腸科外科

4
富士市立中央病院、聖隷富士病院、川村病院、共立蒲原総合病
院

2 富士宮市立病院、富士脳障害研究所附属病院

清水 3 静岡市立清水病院、清水厚生病院、社保桜ケ丘総合病院、

静岡 5
県立総合病院、静岡市立静岡病院、静岡赤十字病院、静岡厚生
病院、静岡済生会総合病院

志太榛原 4
焼津市立総合病院、市立島田市民病院、藤枝市立総合病院、榛
原総合病院

中東遠 6
磐田市立総合病院、袋井市立袋井市民病院、掛川市立総合病
院、菊川市立総合病院、公立森町病院、市立御前崎総合病院

北遠 2 国保佐久間病院、国立病院機構天竜病院

西遠 7
遠州病院、浜松赤十字病院、聖隷浜松病院、浜松医療セン
ター、聖隷三方原病院、浜松労災病院、浜松医科大学附属病院

病院輪番制参加医療機関

富士

２次救急医療圏

 
出典  静岡県健康福祉部地域医療課調べ 

[表５－９ ２次救急参加医療機関の推移 ] 

[表５－10 病院輪番群制参加医療機関（平成 23 年 6 月 1日現在）] 
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エ 精神科救急身体合併症医療 

本県では、精神科病床と一般病床を有する病院が４施設（東部地区に１施設、西

部地区に３施設）と少なく、体制が脆弱なため患者の受入を制限せざるを得ない状

況にある。（表５－11） 

具体的には、症状が比較的安定した精神患者に一般医療が必要となった場合は、

一般病院で受け入れられているが、精神科の入院治療を要する患者に一般医療が必

要となった場合は、これら４施設が受け入れている。さらに、措置入院が必要な患

者や診療時間外等の精神科救急患者の場合は、受入病院が限定されている。 

このため、精神科病院に入院中の患者が、悪性腫瘍等の専門的かつ高度な医療が

必要となった場合の受入病院の確保が難しく、自殺企図による大量服薬や外傷、脳

血管疾患等による救命期治療を脱した救急患者が、一般科病床での入院治療を継続

することができず、その後精神科治療を優先し精神科病院に転院したものの、身体

合併症の治療のために再び一般科病院に転院する等、患者の心身両面におけるリス

クが増大する状況下にある。 
 

[表５－１１ 精神科病床を有する一般病院 ] 

医療圏 病院名 精神科病床数 一般病床数 

駿東田方 NTT 東日本伊豆病院 46 50 

中 東 遠 菊川市立総合病院 60 202 

浜松医科大学附属病院 37 576 
西  部 

総合病院聖隷三方原病院 104 750 

   計 4 病院 247 1578 

 
   [図５－１２ 精神疾患の医療体制図 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

退院時連携

時間の流れ

医

療

機

能

（
専
門
的
）

（
総
合
的
）

○精神疾病概念の
啓発普及

○通院治療及び指導

○入院による治療及び保護
○早期退院に向けたリハビリテーション

○精神科救急に
伴う医療及び
保護のための
入院及び診療

精神病床を有する病院

病院

○不眠、頭痛等の身体的主訴
の治療

○一般科入院治療と精神科治療を実施

病院

○チームによる退院支援
・自立支援員
・精神科病院（医師・精神保健福祉士
作業療法士、看護師等）
・相談支援事業所職員

・家族、行政職員等

○社会復帰支援
・精神科医療機関
・社会復帰施設職員
・協力企業
・家族、行政職員等

精神科病院、精神科、心療内科診療所等

一般科病院、診療所等

◎主な精神疾患
・統合失調症
・うつ病
・強迫神経症
・認知症
・アルコール依存症等

精神科
救急医療

精神科入院医療

精神科通院医療

一般科医療

退院支援

身体合併症治療

社会復帰・就労支援

○身体症状に
対する救急医
療を提供

診療所、病院等

一般科
救急医療

搬送・受診

転院時連携

受診

転院時連携

転院

症状出現

紹介時連携

保健所、医療機関等

普及啓発
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６ 周産期医療体制について 

（１）母子保健指標からみた本県の現状 

ア 出生数及び出生率 

本県の出生数は、昭和 46～49 年の第２次ベビーブーム期には、毎年６万人を超え

る出生があったが、昭和 50 年以降はほぼ毎年減少を続け、昭和 55 年に５万人を、

平成元年に４万人を、平成 15 年は３万５千人を下回っている。（図６－１） 

また、本県の人口千対の出生率は、平成７年以降は 10.0 を下回り、近年は 8.6 か

ら 9.0 の間で推移しており、平成 17 年から 21 年の５か年の平均は、全国の 8.6 に

対し、本県は 8.8 となっている。（図６－２） 
 

［図６－１ 本県の出生数] 
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[図６－２ 本県及び全国の出生率（人口千対）] 
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出生率（全国）

 
 

 

イ 周産期死亡率 

本県の平成 21 年の周産期死亡数（妊娠 22 週以降の死産数と早期新生児死亡数の

合計数）は 110 人で前年よりも 46 人減少し、死亡率も前年に比べ、1.4 減少してお

り、平成 17 年から 21 年の５か年の平均は、全国の 4.5 に対し、本県は 4.3 となっ

ており、若干下回っている。（図６－３、表６－４） 

（人） 

出典：厚生労働省「人口動態統計」
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[図６－３ 本県及び全国の周産期死亡率（出産千対）] 

7.8

4.8

3.4

7.0

4.3 4.2

6.4

4.5

3.6

2.9

5.6
5.0

4.1

4.4

5.8

4.8

4.7
4.5

3.8

3.3
3.4

1.4
1.1 1.2

0.9 1.1 1.1

0.5

0

50

100

150

200

250

300

平７年 平12年 平17年 平18年 平19年 平20年 平21年

0

1

2

3

4

5

6

7

8

早期新生児死亡数（静岡県）

妊娠22週以降の死産数（静岡県）

早期新生児死亡率（静岡県）

妊娠22週以後死産率（静岡県）

周産期死亡率（全国）

周産期死亡率（静岡県）

 
[表６－４ 本県の周産期死亡数] 

平７年 平12年 平17年 平18年 平19年 平20年 平21年

周産期死亡数 276 201 161 136 148 156 110

妊娠22週以降の死産数 227 160 123 108 112 119 94

早期新生児死亡数 49 41 38 28 36 37 16
 

 出典：厚生労働省「人口動態統計」 

ウ 妊産婦死亡率 

本県における妊産婦の死亡者数は、近年は０人から２人の間で推移しており、平

成 17 年から 21 年の５か年の出産 10 万対の死亡率の平均は、3.0 であり、全国の 4.4

を下回っている。（表６－５） 

 

 [表６－５ 本県の妊産婦死亡数及び妊産婦死亡率] 

平７年 平12年 平17年 平18年 平19年 平20年 平21年
17～21
平均

2 3 1 2 1 1 0 1.0

静岡県 5.5 8.1 3.1 5.9 2.9 3 0 3.0

全国 6.9 6.3 5.7 4.8 3.1 3.5 4.8 4.4

妊産婦死亡数（静岡県）

妊産婦死亡率
（出産10万対）

 
出典：厚生労働省「人口動態統計」 

（２）周産期医療施設の状況 

ア 分娩取扱施設の状況 

産婦人科医の不足等により、分娩を中止する病院が出るなど、県内の分娩を取り

扱う施設は、平成７年度の 141 施設から、平成 22 年度には 48 施設減の 93 施設に減

少している。（表６－６） 

分娩を取り扱う医療機関の減少に伴い、１施設あたりの分娩件数は、18 年から 21

年の４か年で 25％増加しており、各施設における負担が増えている。（表６－７） 

死亡数・死産数 

（人） 

死亡率・死産率 

（出産千対） 
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[表６－６ 本県の分娩取扱施設数の推移]                  

区  分 平成７年度 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 

病  院 39 30 28 26 26 

診 療 所 85 56 55 50 50 

助 産 所 17 20 20 16 17 

計 141 106 103 92 93 

※ 平成７年度は、当該年度に１件以上の分娩を取り扱った施設数 

※ 平成 19 年～22 年は９月末現在で分娩を取り扱う施設数 

  出典：静岡県健康福祉部地域医療課調べ 

 

[表６－７ 本県の分娩取扱病院の１施設あたりの分娩件数] 

平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 21－18 

464 500 532 578 114 

出典：静岡県健康福祉部地域医療課調べ 

 

  イ  ＭＦＩＣＵ、ＮＩＣＵの整備状況 

平成 22 年４月現在、ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療管理室）の診療報酬加算病

床を有する施設は３施設、病床数の合計は 24 床であり、平成 21 年度の病床利用率は

60.8％となっている。 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）の診療報酬加算病床を有する施設は８施設、

82 床あり、周産期医療体制整備指針（平成 22 年１月 26 日付け厚生労働省医政局長

通知）に定める「出生１万人対 25 床から 30 床」の目標値に対し、同 25.1 床となっ

ているが、ＮＩＣＵを有する施設が東部地域では１施設のみであるのに対し、県内

のＮＩＣＵ病床の約半数が西部地域にあるなど、地域間の偏在がある。 
 

[表６－８ ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵの診療報酬加算病床の状況] （単位：か所、％） 

ＭＦＩＣＵ ＮＩＣＵ  

病床数 病床利用率 病床数 病床利用率

東部 順天堂大学医学部附属静岡病院 ６ 87.3 １２ 96.3 

静岡県立こども病院 ６ 15.2 １２ 36.0 

焼津市立総合病院 － － ８ 89.8 中部 

藤枝市立総合病院 － － ８ 55.2 

総合病院聖隷浜松病院 １２ 70.3 ２１ 97.4 

県西部浜松医療センター － － ６ 88.8 

浜松医科大学附属病院 － － ６ 95.9 
西部 

総合病院聖隷三方原病院 － － ９ 76.7 

計 ２４ 60.8 ８２ 80.4 

※ 病床数は平成 22 年４月現在、病床利用率は平成 21 年度 

※ 病床利用率＝一日平均入院患者数×100÷病床数 

※ 静岡県立こども病院は、平成 21 年度に一時的に患者の受入制限を行ったため、病床利用 

 

 

（３）周産期医療従事者の状況 

本県の平成 14 年からの医師数の推移をみると、医師数全体が増加している中で、

産科・産婦人科の医師は、平成 14 年の 297 人から平成 20 年には約１割減少し、270

人となっている。（図６－９） 

また、平成 22 年６月に実施した必要医師数実態調査によると、本県の分娩取扱施

設における必要医師数は、現員医師数に対し 1.26 倍となっており、調査時点におい

率が低くなっている。 
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て、求人しているにもかかわらず充足されていない医師数は 36 人となっている。（表

６－10） 

本県における新生児医療を担う医師は 135 人であり、その多くは小児医療との兼

任医師となっており、小児科医が不足しているなか、新生児医療担当医師の負担が大

きくなっている。 

産科救急受入のためには、麻酔科医が 24 時間対応できる体制が必要であり、３次・

２次周産期医療機関の多くは、麻酔科医の当直又はオンコール体制をとっているが、

２次周産期医療機関の 17 施設のうち、常勤の麻酔科医が１人以下の病院が７施設あ

り（表６－11）、ハイリスク母体等の常時受入のためには、麻酔科の体制充実が必要

となっている。 

 

 

[図６－９ 本県の医師総数及び産科・産婦人科医師数] 
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出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 
 

 

[表６－10 分娩取扱医師の現員医師に対する必要医師数] 

必要求人医師数 B 必要医師数 C  現員医師 A 

 倍率（A＋B）/A  倍率（A＋C）/A 

静 岡 県 177 36 1.20 46 1.26 

全 国 7,312 796 1.11 1,124 1.15 

※ 平成 22 年 6 月 1 日時点、回収率は静岡県 92.8％、全国 84.8％ 

出典：厚生労働省「必要医師数実態調査」（平成 22 年 6 月調査） 

 

 
[表６－11 ３次・２次周産期医療機関の麻酔科医の配置状況] 

                                 （単位：か所） 

勤務体制 院内の常勤麻酔科医 区  分 

当直 オンコール 1 人以下 2～5 人 6～9 人 10 人以上

３次（３施設） ３ － － － － ３ 

２次（17 施設） ２ １３ ７ ６ ３ １ 

出典：静岡県周産期医療機関現況調査（平成 22 年 4 月現在） 
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県内の助産師は、平成 20 年時点で 705 人であり、平成 12 年と比較すると、助産師

を含む看護職員が 20.6％増加しているのに対し、助産師は 5.7％減少している。（表６

－12） 

また、看護師不足を理由に、病床があっても稼動できないＮＩＣＵがあるなど、周

産期医療における看護師は不足しており、分娩を取り扱う 26 施設に実施した産科、産

婦人科及び新生児医療担当科における助産師及び看護師の充足状況調査では、15 施設

が助産師不足、16 施設が看護師不足と回答している。（表６－13） 

 
[表６－12 本県の看護職員・助産師の推移] 

 平成12年 平成14年 平成16年 平成18年 平成20年 20年／12年

看 護 職 員 27,581 29,180 31,025 32,174 33,283 120.6％

うち助産師 748 639 686 706 705 94.3％

出典：看護職員等業務従事者届（厚生労働省） 
 

[表６－13 本県の分娩取扱病院の助産師・看護師の充足状況] 

 充足している 数的には充足している

がベテランが不足 
不足している 

助産師 ７ ４ 15 

看護師 ５ ５ 16 

出典：静岡県健康福祉部地域医療課調べ 

 

（４）周産期医療機関の連携 

本県では、県内を３つの地域（東部、中部、西部）に区分して、それぞれの地域ご

とに、周産期医療機関のネットワーク整備を進めてきた。（図６－14） 

ネットワークは、３次、２次及び１次の周産期医療機関から成り立っており、平成

22 年 12 月現在、３次周産期医療機関（総合周産期母子医療センター）が３施設、２

次周産期医療機関（地域周産期母子医療センター及び産科救急受入医療機関）が 17

施設、１次周産期医療機関（その他の分娩取扱施設）が 73 施設となっており、各地

域で３次周産期医療機関を中心とした体制を組んでいる。（図６－15） 
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[図６－14 周産期医療体制ブロック図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図Ⅲ－５－14 本県周産期医療のネットワーク図] 

 

[図６－15 本県の周産期医療のネットワーク図] 
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携
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７ 在宅医療体制について 

在宅療養支援診療所は、県内に 256 施設（平成 22 年 10 月現在）あり、県民の約 1.5

万人に１施設の割合となっている。 

在宅療養支援診療所以外の診療所でも訪問診療などを実施しているが、在宅医療に取

り組む診療所の割合は、平成 16 年の 57.8％から平成 20 年には 51.4％と低下している。

（平成 21 年３月静岡県調査） 

医師の指示の下、患者宅を訪問し看護を行う訪問看護ステーションは、県内に 130 施

設（平成 23 年３月現在）あるが、平成 18 年度以降は減少している。一方、訪問看護ス

テーションに従事する看護職員数（常勤・非常勤）は平成 16 年度から平成 22 年度にか

けて 17.6％増加している。（表７－１） 

しかしながら、67.0％が「看護職員の確保」を挙げるなど、多くの訪問看護ステーシ

ョンで慢性的な人手不足となっており、訪問看護ステーションにおける運営上の課題と

なっている。（平成 21 年３月日本医師会総合政策研究機構調査） 
 

[表７－１] 

 平成 16 年度 平成 18 年度 平成 20 年度 平成 22 年度 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ（施設） １３３ １４５ １３３ １３０ 

訪問看護従事者数（人） ６６４ ６３３ ６８８ ７８１ 

※ 訪問看護ステーションは各年度の３月末現在 

※ 訪問看護従事者数は、「看護職員及び歯科衛生士、歯科技工士業務従事届出」による(隔年 12

月末日現在) 

 

急性期から回復期、在宅医療にいたるまで、切れ目のない医療を提供するためには、

関係医療機関間における連携・情報の共有化を進めていくことが重要である。現状とし

ては、退院時カンファレンスに院外の関係者が参加する割合が増えるなど、関係医療機

関の連携が徐々に進みつつある。（表７－２） 

また、要介護認定者で訪問看護を利用していない人のうち、介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）が訪問看護の必要性を認識していても、ケアプランに組み込んでいないケー

スが 9.3％あり、その理由の約半数が、「本人・家族に必要性を理解してもらえない」と

いう調査結果（平成 21 年３月東京大学調査）や、病気やけがなどで、長期の療養を必要

とする場合に自宅での療養を望む割合が、平成 10 年度の 67.6％から平成 20 年度の

46.9％に低下したという調査結果（静岡県調査「平成 20 年度静岡県の保健医療に関する

調査」）がある。在宅医療に関する正確な情報提供の必要性がうかがわれる。 

[表７－２] 

平成19年９月 平成20年９月 平成21年９月 平成22年９月退院時カンファレンスに院外

の関係者が参加する病院の数 ３８ ７７ ８１ １０２ 

※ 静岡県調査（疾病又は事業ごとの医療連携体制調査） 
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Ⅳ 課題 

 

本県における医師数は、全国平均と比較して著しく低い水準となっており、さらに県

内における地域的な偏在がある。また、一般病床数、精神病床数も、全国平均と比して低

い水準となっている一方で、医療を取り巻く状況は、かつてないほど大きな変化に直面し、

少子高齢化の進展、疾病構造や県民の意識の変化など、医療提供体制の充実が求められて

いる中、数少ない医療資源によって何とか医療の提供が行われている状況にある。 

特に、「命を守る医療」である救急医療や周産期医療に加え、「著しく進展している

高齢化」に対応する在宅医療における医療体制の整備は、喫緊の課題となっているため、

中長期的な医療資源の確保とともに、数少ない医療資源である医療施設の機能拡充を確実

に実施する必要がある。 

 

１ 救急医療体制について 

(1) 第３次救急医療（救命医療） 

・ 第２次救急医療機関の疲弊に伴い、第３次救急医療機関の負担も増加している。 
・ 妊産婦の救命医療に対応するため、救命救急センターと総合周産期母子医療センタ

ーとの緊密な連携体制を確保する必要がある。 
・ 重症熱傷等に対応可能な機器の整備や医師の確保などが必要である。 
・ 公立の救命救急センターは、近年、国庫補助の対象外となったことから、必要な設

備の整備が遅れている。 
 (2) 第２次救急医療（入院救急医療） 

・ 救急患者の増加、初期救急医療体制の縮小等により第２次救急医療機関の負担が増

加している。 
・ 医師不足や病床規模の縮小、一部診療科の休止等により、輪番制から脱退する病院

があり、輪番体制の確保が困難になりつつある地域がある。 
・ 第２次救急医療機関で対応できない患者は、第３次救急医療機関がカバーすること

になり、このことが第３次救急医療機関の負担増を招く要因になっている。 
・ 脳血管疾患や心疾患などの救急患者については、地域の病院の機能強化と連携によ

り輪番受け入れ体制を構築し、対応する必要がある。 
・ 第２次医療機関の多くは、公立病院であり、近年、国庫補助の対象外となったこと

から、必要な設備の整備が遅れている。 
 (3) 初期救急医療 

・ 初期救急医療の診療時間の空白については、第２次救急医療機関が初期救急医療体

制をカバーすることとなり、第２次救急医療機関の負担増の要因となっている。 
 (4) 精神科救急身体合併症医療 

・ 精神科治療における医療保護入院及び措置入院が必要な状況で、併せて身体合併症

の入院治療必要とした場合に、受入病院は限定され、さらに診療時間外等の精神科

救急では、総合病院聖隷三方原病院が全県から全ての患者を受け入れざるを得ない

状況である。 
・ しかし、総合病院聖隷三方原病院の合併症病棟（精神科）は、15 年前に建築された

ものであり、多床室が病棟の大半を占め、患者ニーズへの対応のため個室使用とな

るなど運用面で支障があり、効率的な病床利用ができず、受入数が制限されている。 
・ 患者の増加が見込まれる中、県内唯一の精神科救急身体合併医療の提供施設である

総合病院聖隷三方原病院の受入体制の充実については、早急な対応が必要である。 
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(5) 県民の受療行動 

・軽症患者の自己都合による安易な時間外受診（いわゆる「コンビニ受診」）や救急

自動車の「タクシー代わり」利用により、救急医療機関の負担が増加している。 

 

２ 周産期医療体制について 

(1) 第３次周産期医療機関（総合周産期母子医療センター） 

・ 全国的な課題となっている産科合併症以外の合併症への対応のための周産期医療

と救急医療の連携が重要となっている。 

・ ＮＩＣＵの整備状況に地域間の偏在があることから、地域バランスを考慮した整備

を進めることが求められている。 

(2) 第２次周産期医療機関（地域周産期母子医療センター、産科救急受入医療機関） 

・ 本県の東西に長い地理的特性から、東中西の総合周産期母子医療センターの中間地

点である富士医療圏域及び志太榛原医療圏域におけるハイリスク母体・新生児の受

入体制の強化が求められている。 

・ ＮＩＣＵの整備状況に地域間の偏在があることから、地域バランスを考慮した整備

を進めることが求められている。【再掲】 

(3) 第１次周産期医療機関（その他の分娩取扱施設） 

・ 正常分娩やリスクの低い帝王切開術を行う医療機関が減少している。 

３ 在宅医療体制について 

(1) 在宅医療を担う機関及び人材の充実 

・ 一層進展する超高齢社会における、多様な県民のニーズに対応した在宅医療体制を

整備するため、関係機関の底辺を拡大し、人材を含めた充実を図るとともに、イン

フラ整備を進める必要がある。 

・ このため、在宅療養支援診療所など、中心となる医療機関とともに、24 時間体制に

欠くことのできない訪問看護ステーションや介護サービス事業者などを増加させ、

あわせてこれらを担う医師、訪問看護師等の人材確保及び資質の向上を図る必要が

ある。 

(2) 急性期・回復期を担う病院と在宅医療を担う診療所等との密接な連携体制の構築 

・ 在宅医療を推進するにあたっては、在宅患者の病状の急変時等入院が必要となった

場合に円滑に入院でき、在宅での診療内容や患者、家族等の意向を踏まえた診療が

入院先の病院等でも引き続き提供されるよう、病院等による後方支援体制が求めら

れている。 

・ このため、救急医療や回復期等のリハビリテーションなどを担う医療機関と在宅医

療を担う診療所等の関係機関の密接な連携体制の構築が必要である。 

(3) 在宅医療を担う関係機関の連携体制の構築 

・ 医療や介護が必要となった場合に、より多くの患者が在宅での療養や介護を選択で

き、看取りまで含めた医療を提供するためには、患者及び家族を中心とした病院、

診療所、訪問看護ステーション、薬局等の連携システムの構築や患者、家族の精神

的・社会的な負担の軽減が必要である。 

(4) 在宅医療を担う医療機関等の知識、技術の向上 

・ 今後、重要性が増す終末期医療における緩和ケアなど、医療そのものに関する知識

や技術はもとより、患者・家族の生活の支援のほか説明手法に至るまで、在宅医療

を担う医療機関の従事者は、幅広い知識と技術の向上が求められている。 

(5) 地域住民への在宅医療に関する情報提供の推進 

・ 患者・家族が安心し、納得して患者の意思が尊重された在宅医療を受けるためには、

在宅医療の提供体制の整備とともに、在宅医療に関する分かりやすい情報提供が必
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要である。 

 

４ 医療人材について 

・ 本県は、人口 10 万人当たり医師数が全国平均を大幅に下回っている。このため、

専門医等の資格取得のためのより優れた研修や、魅力的な研修プログラムの提供な

ど、県内外の医師が、本県での勤務を希望する環境整備が必要である。 

・ 特に、周産期医療においては、母体から新生児まで一貫して診療管理可能な体制の

整備を図るため、産科医、新生児医療を行う医師及び麻酔科医のほか、助産師、新

生児医療を行う看護師等の確保が必要である。また、救急医療においても、救急専

門医、麻酔科医のほか、救急医療を行う看護師の確保は重要である。 

・ また、近年の医療は高度・専門化し、医師等も専門医志向が強くなっているが、一

方、在宅医療分野の業務は高度医療の一翼を担うものから慢性疾患・在宅療養患者

等への対応に至るまで、その果たす役割は拡大している。また、患者や家族の要請

に応じた医療等のサービスの担い手としての対応も求められ、幅広い分野での連携

強化や資質の向上が必要である。 

・ 質の高い医療提供体制の充実のためには、県内公的病院の経営基盤の強化は必要不

可欠であり、病院経営改善の実践能力を身につけた人材の確保は重要である。 
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Ⅴ 目標 

 

「地域医療の再生」 

  ～『育ててよし』の理想郷を実現するため、周産期医療や小児救急医療などの充実

により、安心して子育てができる環境を整えるとともに、訪問医療・看護によるき

め細かな医療サービス、迅速な救急医療など誰もがいつでも適切な医療を受けられ

るよう、医療の偏在を解消し、地域医療を再生する。～ 

（「静岡県総合計画（平成23年２月）」における「県民幸福度の最大化に向けた重点

取組」から抜粋） 

 

本県においては、平成19年度から実施している医学修学研修資金貸与事業（県単独事

業）や、平成21年度に作成した地域医療再生計画に基づく『ふじのくに地域医療支援セ

ンター』による研修プログラムの作成など本県独自の研修システムの構築、医師･医学

生へのリクルート等・広報活動等を行っており、平成23年４月１日現在、県内の公的病

院（45施設）の常勤医師数は平成21年同日と比較して137人増加している。 

本地域医療再生計画（全県域版）を着実に実行し、医師確保に加え、体系的に整備を

進める本県の医療体制における、施設・設備の機能向上を図り、すべての県民が、いつ

でも、どこでも、安心して必要な保健医療サービスが受けられる体制の確保、向上を目

指す。 

 
１ 救急医療体制について 

 救急医療体制については、主として軽症患者の外来医療を担う初期救急医療から入院が

必要な重症患者に対応する第２次救急医療、多発性外傷等の重篤患者を受け持つ第３次救

急医療まで段階を追った計画的かつ体系的な整備を推進する。 

このことにより、年間13万人を数える救急患者に対応する救急医療提供体制を維持する。 

(1) 第３次救急医療（救命医療） 

救命救急センターの施設・設備整備により、重症及び複数の診療科領域にわたるす

べての重篤な救急患者を 24 時間体制で受入れる体制を強化し、救急搬送応需率を平

成 19 年から 21 年までの平均である 97％以上に向上させる。 

 (2) 第２次救急医療（入院救急医療） 

   第２次救急医療機関の施設・設備整備により、休日及び夜間における入院治療を必

要とする重篤患者を受入れる体制を強化する。 
   また、第２次救急医療機関の連携や、２次救急医療機関を支援する専門医等のドク

ターバンクの設立により、病院群輪番制参加医療機関の減少傾向を止め、少なくとも

現状を維持する。 
 (3) 初期救急医療 

  在宅当番医制の継続が困難となっている地域においては、急患センター方式への転

換を図るとともに、急患センターの機能拡充を図る。今回の計画により、休日夜間急

患センターの数を 14 施設に増加させ、初期救急医療の充実及び体制の維持を図る。 

(4) 精神科身体合併救急医療 

   県内唯一の精神科救急身体合併医療の提供施設である聖隷三方原病院の合併症病
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棟（精神科）の効率的な利用を行うための施設改修を実施することにより、精神科

救急身体合併症患者の受入数（平均約100人／年）を10人程度増加させる。 
(5) 県民啓発 

   救急医療を取り巻く環境について地域住民に向けた啓発活動を強化し、医療機関

等の負担軽減を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 周産期医療体制について 

分娩を取り扱う医療機関の減少や周産期医療従事者が不足する中で、正常分娩からリ

スクの高い分娩まで、地域で担うことができる体制を維持するため、引き続き、東中西

の地域ごとに、総合周産期母子医療センターを核とした周産期医療施設のネットワーク

の充実を図る。 
また、東中西の総合周産期母子医療センターの中間地点である富士医療圏域及び志太

榛原医療圏域において、総合周産期母子医療センターを補完する体制を整備するため、

地域周産期母子医療センターの機能充実を推進する。 

 
(1) 第３次周産期医療機関（総合周産期母子医療センター） 

出生１万あたり 11.3 床である東部地域のＮＩＣＵ病床の整備を推進するとともに、

中部、西部地域においても、ＮＩＣＵが満床のため、搬送受入ができないケースがあ

ることから、必要に応じＮＩＣＵの整備を図る。 

全国的な課題となっている産科合併症以外の合併症への対応のため、総合周産期母

子医療センターと救命救急センターが併設されている医療機関の設備整備を推進する。 

○ 熱海所記念

○ 伊東市民

○ フジ虎ノ門

○ 富士病院

静岡医療ｾﾝﾀｰ ○
聖隷沼津 ○

賀茂医師会
○

静岡市
○

○ 市立清水

○ 社保桜ヶ丘

掛川市
○

御殿場医師会 ○

○
下田ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

浜松医大
○

磐田市
○

77人62床262床計

31人25床129床西部

27人34床63床中部

19人14床70床東部

専任医師数うちＩＣＵ病床数

救命救急センターの状況（平成23年3月現在）

77人62床262床計

31人25床129床西部

27人34床63床中部

19人14床70床東部

専任医師数うちＩＣＵ病床数

救命救急センターの状況（平成23年3月現在）

順天堂大学静岡病院
６０床 （うちＩＣＵ１０床）

専任医師 １０名

磐田市立総合病院
２２床 （うちＩＣＵ４床）

専任医師 ５名

藤枝市立総合病院

聖隷三方原病院
４２床 （うちＩＣＵ６床）

専任医師 １１名

浜松医療センター
３０床 （うちＩＣＵ８床）

専任医師 ８名

静岡赤十字病院
３０床 （うちＩＣＵ５床）

専任医師 １１名

沼津市立病院
１０床 （うちＩＣＵ４床）

専任医師 ９名

聖隷浜松病院
３５床 （うちＩＣＵ７床）

専任医師７名

静岡済生会総合病院
３３床 （うちＩＣＵ２９床）

専任医師 １６名

[本県の救急医療体制の現況と整備計画] 
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 (2) 第２次周産期医療機関（地域周産期母子医療センター、産科救急受入医療機関） 

出生１万あたり 11.3 床である東部地域のＮＩＣＵ病床の整備を推進するとともに、

中部、西部地域においても、ＮＩＣＵが満床のため、搬送受入ができないケースがあ

ることから、必要に応じＮＩＣＵの整備を図る。（再掲） 

第２次周産期医療機関の不足している東部地域に、新たな機関の設置に向けた整備

を進める。この結果、東部地域の第２次周産期医療機関は、現状より１施設増加し、

３施設となる。また、第３次及び第２次周産期医療機関にＮＩＣＵを整備することに

より、ＮＩＣＵが満床のため搬送受入ができなかった件数（新生児 26 件、母体 34 件

（平成 21 年度））をいずれも 20％程度減少させる。 

(3) 第１次周産期医療機関（その他の分娩取扱施設） 

正常分娩やリスクの低い帝王切開術を行う医療機関が減少していることから、地域

における周産期医療施設の機能分担を推進するとともに、施設間の連携の充実を図る。

また、医療機関における設備の高度化を推進し、医療機関当たりの分娩取扱件数を維

持・増加させる。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 在宅医療体制について 

静岡県医師会との連携の下、在宅医療推進センターを設置し、県内の在宅医療体制の

整備・拡充を総合的に推進する。 
また、在宅医療に関する現状把握が不十分であることから、関連施策の実施に先立ち

現状分析を実施し、地域のニーズに即した事業を実施するとともに、定期的に調査を実

施することで進行管理を行う。 

○ 伊東市民

○ 聖隷沼津
三島社保 ○

沼津市立 ○

９８床

４５床

３１床

２２床

計画現状(H22.4)

８２床計

４２床西部

２８床中部

１２床東部

ＮＩＣＵの加算病床

９８床

４５床

３１床

２２床

計画現状(H22.4)

８２床計

４２床西部

２８床中部

１２床東部

ＮＩＣＵの加算病床

※ ＮＩＣＵの病床数に応じ、

の大きさを調整

（ ）内は病床数

聖隷三方原
病院（９床）

藤枝市立総合
病院（８床）

富士市立中央病院（０→１０床）

順天堂静岡病院（１２床）

県立こども病院（１２→１５床）

聖隷浜松病院（２１床）

浜松医大附属病院（６→９床）
焼津市立総合

病院（８床）

浜松医療
センター（６）

[ 本県のＮＩＣＵの整備状況と整備計画] 
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(1) 在宅医療を担う機関及び人材の充実 

・ 在宅医療に取り組む診療所・病院及び訪問看護ステーションの数を、それぞれ現状

から 10％程度増加させるとともに、県内すべての市町に整備することを目指す。 

・ 在宅医療の推進に必要不可欠な訪問看護師について、潜在看護師等への普及啓発、

現場復帰のための教育、訪問看護ステーションへの就職促進などを一連で実施し、

訪問看護従事者数を年間 10 人程度増員する。 

(2) 急性期・回復期を担う病院と在宅医療を担う診療所等との密接な連携体制の構築 

・ 病院から在宅にスムーズに移行する体制を整備することによって、精神科病院を除

く全ての病院の退院時カンファレンスに院外の関係者が参加することを目指す。 

(3) 在宅医療を担う関係機関の連携体制の構築 

・ ２次医療圏又は複数の２次医療圏単位で、在宅医療に関わる機関、者の相互交流の

機会を設けることによって、各機関等の機能や役割を相互に理解し、患者を中心と

した連携体制を構築する。（全医療圏に相互交流の場を設置） 

・ 連携体制を補完し、情報共有を図る手段として、ＩＣＴを活用したシステムを開発

し、全県下に普及する。 

(4) 在宅医療を担う医療機関等の知識、技術の向上 

・ 在宅医療に関する先進事例の研究・検討や講習会の開催などにより、関係機関等の

知識、技術を向上し、患者が安心して在宅医療を選択できる体制を充実する。 

(5) 地域住民への在宅医療に関する情報提供の推進 

・ 在宅医療体制の整備を進めるとともに、県民向けのシンポジウムや相談窓口などを

通じ、県民の在宅医療に関する理解を深め、不安解消を図るなど在宅医療が選択さ

れる環境整備も促進する。 

・ これらを具体的に実施することにより、在宅看取りを推進することとし、本県の在

宅看取り率を国内の先進地区並みの 30％まで拡充することを目指す。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急性期病院急性期病院

回復期病院回復期病院

かかりつけ医かかりつけ医

在宅ケア在宅ケア

訪問看護ステーション訪問看護ステーション

・生活状況の入力
・医療機関への相談入力
・地域連携パス閲覧

・生活状況、相談の参照
・医療機関への紹介
・地域連携パス共有

・在宅対象患者の登録
・投薬・検体検査結果情報登録
・相談返信

【地域連携室支援】
・紹介患者の

受付、逆紹介

・地域連携パス共有

・地域連携パス共有

・紹介患者の受付

在宅医療推進
センター

（県医師会）

在宅医療推進
センター

（県医師会）
・閲覧

関係機関の連携体制を
充実し在宅医療を推進

県民県民

・県民向け啓発活動

[ 在宅医療体制の整備計画] 
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４ 医療人材について 

(1) 救急医療・周産期医療を担う医師等の養成 

救急医療及び周産期医療の医師等の従事者の養成にかかる寄附講座を浜松医科大学

に設置することにより、医師不足が顕著な麻酔科、産科及び小児科（新生児医療担当）

の医師の確保及び技術向上を図る。 

周産期専門医の養成  母体・胎児 ９人（H28） 

     新生児   ９人（H28） 

プリセプタ医の養成        50人／年 

（インシデント・アクシデント等に適切に対応できる指導者） 

(2) 救急医療・周産期医療を担う看護職員等の養成 

看護技術の質的向上を図るため、臨地実習に対する支援を実施する。 

高度化、多様化する看護業務に対応するため、関係機関等における体系的な研修の

実施及び研修への参加を促進する。 

認定看護師の養成  24人（H24～H25年度の計） 

対象分野：救急看護、新生児集中ケア、小児救急看護 

(3) 病院経営改善を実践する人材の養成 

   民間医療機関が有する様々な経営ノウハウを参考にし、実際の病院における経営改

善を事例とした実践演習を実施することで、病院の経営改善を実践する人材養成を図

る。 

(4) 在宅医療を担う医療機関等の知識、技術の向上（再掲） 

在宅医療に関する先進事例の研究・検討や講習会の開催などにより、在宅医療従事

者の掘り起こしを行うとともに、関係機関等の知識、技術を向上し、患者が安心して

在宅医療を選択できる体制を充実する。 
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Ⅵ 目標達成のための具体的実施内容 

             事業費総額 15,743,315千円（基金負担分4,964,099千円） 

                                             ※基金負担分には運用益を含む。 
１ 救急医療体制の整備 

（目的） 
 
 

 
(1) 総合周産期母子医療センターと連携する救命救急センターの整備 

妊産婦に対する救命医療を円滑に行う体制を構築するため、総合周産期母子医療セ

ンターを併設する病院の救命救急センターの設備整備を推進する。 
ア 順天堂大学医学部附属静岡病院（ＭＲＩ、手術顕微鏡の整備） 

○ 平成24度～平成25年度 

○ 事業費 ２２７，７７９千円（基金負担分 １１３，７２９千円) 

イ 総合病院聖隷浜松病院（手術顕微鏡システム、内視鏡システム、高性能エコー他） 

○ 平成23年度 
○ 事業費 １９６，８１９千円（基金負担分 ９８，０５４千円） 

(2) ３次医療圏域をカバーする広域的な医療体制の整備 

ア 精神科救急身体合併症病棟整備 

県内で唯一精神科救急身体合併症患者を受け入れている病院の病棟の一部多

床室を個室や合併症ユニットに改修し、入院受入体制を強化する。（結果、３床

減少するが、稼働率の向上が図られ実質的には受入患者数が増加する） 

○ 総合病院聖隷三方原病院 
○平成24年度 
○ 事業費 ９８，１４４千円（基金負担分 ４８，８９９千円） 

イ ドクターヘリ運航支援 

県内２機体制のドクターヘリの運航時間は、８時30分から17時までと限定され

ているが、可能な範囲で対応することにより、迅速な治療開始と患者搬送時間の

短縮を図る。 
○総合病院聖隷三方原病院、順天堂大学医学部附属静岡病院 
○平成24年度～平成25年度 

○事業費 １１７，３７３千円（基金負担分 １１７，３７３千円） 
(3) ３次医療機関を補完する医療機関の整備 

小児医療スタッフ等が充実し、地域の小児医療の基幹的な役割を担う藤枝市立総合

病院において、陰圧隔離室や、観察ベッドを充実させた10床程度の病床を有する施設

整備を推進し、小児救急医療を中心とした救急機能を強化する。（救急病床０床→1

0床） 

○ 藤枝市立総合病院 
○ 平成25年度 
○ 事業費 ７７２，８６３千円(基金負担分 １７３，２５０千円） 
 

初期救急、２次救急（入院救急医療）及び３次救急（救命医療）医療機関それぞれ

の負担軽減に努めるとともに、役割分担に基づく体系的な体制整備を図る。 
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(4) 救命救急センターの施設・設備整備 

   重篤な救急患者を24時間受け入れる体制を強化するため、救命救急センターの施

設・設備整備を行う。 

   ア 静岡済生会総合病院 

県内で最初に指定した救命救急センターであり、施設の老朽化が著しい静岡済

生会総合病院の一部建替えによる救命救急センターの整備を推進するとともに、

これまで県外の医療機関へ搬送していた熱傷等の高度専門的な治療体制の充

実・強化を図る。 

○施設：延べ床面積10,955.89㎡ 
設備：ＭＲＩ、血管造影装置、手術顕微鏡 他 

○ 平成23年度～平成25年度 
○ 事業費 ５，７２１，６３２千円（基金負担分 １，５７９，５３０千円） 

（内訳） 
施設整備 ４，７６５，５５４千円（基金負担分 １，１９１，６３０千円） 
設備整備   ９５６，０７８千円（基金負担分  ３８７，９００千円） 

   イ 静岡県立総合病院 
県中部地域の妊産婦における産科以外の重篤な合併症への対応や、静岡保健医療圏

に隣接し第３次救急医療施設が整備されていない志太榛原及び富士保健医療圏の重

篤な救急患者へ対応が期待される県立総合病院に、新たな救命救急センターを整備す

る。 

○施設：延べ床面積624.41㎡ 
設備：高気圧酸素治療装置、Ｘ線撮影装置、生体情報モニター 他 

○ 平成24年度 

○ 事業費 ２７７，８３４円（基金負担分 １１８，９０９千円） 
（内訳） 
施設整備 １２８，２１７千円（基金負担分 ６４，０６６千円） 
設備整備 １４９，６１７千円（基金負担分 ５４，８４３千円） 

(5) 救命救急センターの設備整備 

重篤な救急患者への医療提供において、より迅速かつ正確な診断等を実現し、より

多くの患者への対応を可能とするため、救命救急センターの設備の高度化を図るとと

もに、運営の支援を行う。 

ア 設備の高度化 
○医療機関：沼津市立病院、静岡赤十字病院、浜松医療センター 
○ 設備：ＣＴ、ＭＲＩ、生体情報管理システム 他 
○ 平成23年度～平成25年度 
○ 事業費 ９９６，０４１千円（基金負担分 ４９７，７３２千円） 

   イ 救命救急センター運営の支援 
救命救急センターの重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な患者

や、初期救急医療施設又は第２次救急医療施設等からの救急患者を24時間受け入

れる体制を持続するために必要な支援を行う。 

○順天堂大学医学部附属病院、静岡済生会総合病院、静岡赤十字病院、 
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総合病院聖隷三方原病院、総合病院聖隷浜松病院 
○平成24年度～平成25年度 

○事業費 ２９８，８４１千円（基金負担分 ２９８，８４１千円） 
※今後の運用益（または入札差額等）により発生する見込みの基金剰余額 
を財源とする。なお、財源とすべき基金剰余額が不足し、上記の基金負担 
額に満たないこととなった場合は、事業者負担により事業を実施する。 

(6) ２次救急輪番病院の救急受入体制の強化 

地域における２次救急輪番体制の維持強化を図るため、２次救急医療機関の施設・

設備整備を推進する。 

ア フジ虎ノ門整形外科病院（延べ面積：7,636.85㎡） 

救急医療患者の受入能力の増強を図り（330人／月→400人／月）、東部地域

の３次救急医療機関の負担軽減を図るため、老朽化の進んだ救急受入病棟の建

替えを行う。 

○ 平成25年度 
○ 事業費 １，８８０，０００千円（基金負担分 １９８，０００千円） 

イ 静岡市立清水病院（延べ面積：636.57㎡） 
病院が少ない清水地域の救急医療体制の充実を図るため、集中治療室未整備

の病院に集中治療室の整備促進を推進する。（IＣＵ ０床→６床、設備：人工

呼吸器、除細動器他） 

○ 平成25年度 
○ 事業費 ４１３，０６６千円（基金負担分 ６６，５１７千円） 

（内訳） 
        施設整備 ３７８，９５８千円（基金負担分 ５２，５１７千円） 
        設備整備  ３４，１０８千円（基金負担分 １４，０００千円） 

ウ その他の設備整備 

○ 下田メディカルセンター、熱海所記念病院、市立伊東市民病院、静岡医療

センター、聖隷沼津病院、有隣厚生会富士病院、桜ヶ丘総合病院、藤枝市

立総合病院、浜松医科大学医学部附属病院） 
○ 設備：ＣＴ、ＭＲＩ、生体情報管理システム、血管造影装置 他 
○  平成23年度～平成25年度 
○  事業費 ６８８，９１０千円（基金負担分 １８４，９１２千円） 

(7) 休日夜間急患センターの整備の促進 

在宅当番医制から急患センター方式に転換を図るとともに、急患センターの機能拡

充を図り、持続可能な初期救急医療体制の構築を推進する。 

○ 静岡市（移転・対象区域拡大）、磐田市（移転・拡充）、掛川市（移転・

対象区域拡大） 
○ 設備：一般Ｘ線撮影装置、超音波診断装置、心電図 他 
○ 平成23年度～平成25年度 
○ 事業費 ６７１，０２６千円（基金負担分 ２８，６１１千円） 

(8) 広域２次救急体制を支援するシステムの構築 

特に、病院輪番制の維持が困難になっている、駿豆・御殿場２次救急医療圏を中
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心に、病院輪番制の維持強化に資する以下の事業をモデル的に実施し、必要に応じ

て他地域への普及を推進する。 
ア 救急医療情報システムの構築 
  空き病床情報に加えて手術等の対応が可能な施設、術式等を登録可能なシステ

ムを開発・運用することにより、広域２次救急医療体制を確立する。 
○ 平成23年度～平成25年度 
○ 事業費 １９４，５８０千円（基金負担分 １９４，５８０千円） 

  イ 救急医療ドクターバンク創設 
    内視鏡専門医、麻酔科専門医、放射線科専門医等をドクターバンクに登録し、

輪番病院等からの要請に基づき登録した医師を派遣するなど、広域２次救急輪番

体制のバックアップを行う。 
○ 平成23年度～平成25年度 
○ 事業費 ２５，６５１千円（基金負担分 ２５，６５１千円） 

(9) 感染症対策に対する体制強化【再掲】 

小児医療スタッフ等が充実し、地域の小児医療の基幹的な役割を担う藤枝市立総合

病院において、陰圧隔離室や、観察ベッドを充実させた10床程度の病床を有する施設

整備を推進し、小児救急医療を中心とした救急機能を強化する。 

○ 藤枝市立総合病院 
○ 平成25年度 
○ 事業費 ７７２，８６３千円（基金負担分 １７３，２５０千円） 

 

（10）県民向け啓発活動 

   県民に適切な受療行動や様々な医療情報を周知するための啓発活動を実施する。 

   地域医療を支援する活動を実施している団体や医療関係団体、市町等との協働に

よるシンポジウム等の開催を通じて、地域医療を支援する団体の育成を図ること等

により、地域活動を全県域に波及させる。 

     ○ 平成24年度～平成25年度 
○ 事業費 １４，５８０千円（基金負担分 １４，５８０千円） 

 

２ 周産期医療体制の整備 

（目的） 
 

 
 

(1)  ＮＩＣＵの機能強化を伴う総合・地域周産期母子医療センターの整備 

ＮＩＣＵの施設・設備整備を行うとともに、ＮＩＣＵ従事者の確保に努め、ハイ

リスク新生児の受入体制の強化を図る。 
ア 総合周産期母子医療センターの整備 
(ｱ) 静岡県立こども病院（ＮＩＣＵ 12床→15床） 
 ＮＩＣＵを増床するためにレイアウト変更・室内空調を改修する。 
 ＮＩＣＵ増床に必要となる新生児生体情報モニターを併せて整備する。 

全県的に不足しているＮＩＣＵの量的な整備を推進する。 
また、脳血管障害や心疾患等の産科合併症以外の合併症に対応するため、救急医療

との連携を推進する。 
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○ 平成23年度 
○ 事業費 ２８７，５０２千円（基金負担分 １４３，６６３千円） 

      （内訳） 
        施設整備 １１４，６７２千円（基金負担分 ５７，３０１千円） 
        設備整備 １７２，８３０千円（基金負担分 ８６，３６２千円） 

(ｲ) 総合周産期母子医療センター運営の支援 
静岡県周産期体制整備計画に基づき整備される総合周産期母子医療センタ

ーが安定的に運営できるよう必要な支援を行う。 
○順天堂大学医学部附属静岡病院、静岡県立こども病院、総合病院聖隷浜

松病院 

○平成24年度～平成25年度 

○事業費 ４７，６６６千円（基金負担額 ４７，６６６千円） 
※今後の運用益（または入札差額等）により発生する見込みの基金剰余 
額を財源とする。なお、財源とすべき基金剰余額が不足し、上記の基金 
負担額に満たないこととなった場合は、事業者負担により事業を実施す 
る。 

イ 地域周産期母子医療センターの整備 
(ｱ) 富士市立中央病院（ＮＩＣＵ ０床→10床） 

東部地域と中部地域の総合周産期母子医療センターの中間地点にある、富士

市立中央病院の新生児部門の体制を強化し、３次周産期医療機関を補完する機

能を備えるため、10床のＮＩＣＵについて、機能拡充のための施設整備を行う

とともに、ＮＩＣＵ、産科の機能強化に必要となる設備の整備を推進する。 
また、外来部門でも診察室を増やすほか、助産師外来を設置するなど、産科

の機能強化を図る。 
○ 平成23年度～平成24年度 
○ 事業費 ６２２，８２９千円（基金負担分 １０６，３４５千円） 

      （内訳） 
        施設整備 ３４４，０８６千円（基金負担分 ６６，０９７千円） 
        設備整備 ２７８，７４３千円（基金負担分 ４０，２４８千円） 

(ｲ) 浜松医科大学医学部附属病院（ＮＩＣＵ ６床→９床） 
ＮＩＣＵ稼動病床を３床増加させるために、新生児・小児用人工呼吸器等の

設備整備を行う。 
なお、本計画において、浜松医科大学に寄附講座を設置し、担当する医師、

指導医の確保を図ることとしている。（後述の４（１）ア） 
○ 平成23年度～平成24年度 
○ 事業費 ２２，７０３千円（基金負担分 １１，３５１千円） 

(ｳ) 地域周産期母子医療センター運営の支援 
静岡県周産期体制整備計画に基づき整備される地域周産期母子医療センタ

ーが安定的に運営できるよう必要な支援を行う。 
○富士市立中央病院、静岡済生会総合病院、焼津市立総合病院、磐田市立

総合病院、浜松市立浜松医療センター、浜松医科大学医学部附属病院、
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総合病院聖隷浜松病院 

○平成24年度～平成25年度 

○事業費 ６３，００１千円（基金負担分 ６３，００１千円） 
※今後の運用益（または入札差額等）により発生する見込みの基金剰余 
額を財源とする。なお、財源とすべき基金剰余額が不足し、上記の基金 
負担額に満たないこととなった場合は、事業者負担により事業を実施す 
る。 

(2)  救命救急センターと連携した総合周産期母子医療センターの整備 

設備の機能を強化することによりＮＩＣＵの運用効率を上げ、総合周産期母子医療

センターにおけるハイリスク母体・新生児の受入機能を強化する。 

ア 順天堂大学医学部附属静岡病院（新生児生体情報モニター、分娩監視装置の整備） 
○ 平成23年度 

○ 事業費 ７４，１１４千円（基金負担分 ３６，９８９千円） 

イ 総合病院聖隷浜松病院（超音波診断装置、人工呼吸器 他） 

○ 平成23年度 

○ 事業費 １００，５７０千円（基金負担分 ５０，１０３千円） 
(3) 地域周産期母子医療センターの整備 

地域周産期母子医療センターの整備により機能強化を図り、地域内で搬送受入体制

を充実する。 

○ 医療機関：沼津市立病院、焼津市立総合病院、浜松医療センター 

○ 設備：保育器インキュア体重モニター、生体情報モニタリングシステム 他 

○ 平成23年度～平成25年度 

○ 事業費 ６１，５６８千円（基金負担分 ３０，３９３千円） 

(4) 産科救急受入医療機関の整備 

産科救急受入医療機関の整備を図り、地域内で搬送受入体制を充実する。 

○ 市立伊東市民病院 

○ 設備：インファントウォーマー、多機能心電計、分娩監視装置 他 

○ 平成24年度 

○ 事業費 ４４，６７９千円（基金負担分 ２０，３４８千円） 

(5) 東部地域における新たな２次周産期医療機関の整備 

２次周産期医療機関の少ない県東部地域に新たな機関を整備する。このことにより、

地域内の総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターの負担を軽減

する。 

また、年間500件程度の分娩を取り扱うことを目指す。 

○ 医療機関：三島社会保険病院 

○ 25床程度の周産期病床の整備（延べ面積2,732.57㎡） 

○ 平成25年度 

○ 事業費 １，２９４，８３６千円（基金負担分 １７５，６６４千円） 

(6) その他分娩施設における整備 

総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターのＮＩＣＵの満床時

や後方病床として、受入件数増加に対応できる設備の整備を図る。 
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○ 医療機関：聖隷沼津病院 

○ 設備：超音波診断装置、分娩台、無影灯 他 

○ 平成23年度～平成25年度 

○ 事業費 １８，５２８千円（基金負担分 ９，２２９千円） 

 

３ 在宅医療体制の整備 

（目的） 
 

 
 

（1）静岡県在宅医療推進センターの設置・運営 

事業推進のため、静岡県在宅医療推進センターを設置するとともに、東西に長い本

県の地理的事情から、東部・中部・西部ごとに支部を置く。 

在宅医療に関する団体の代表者からなる静岡県在宅医療体制整備・推進協議会を組

織し、その指揮の下、センター事業を推進させる。また、地域の声を事業により反映

させるため、各支部に地域協議会を設置する。 

○ 事業費 ４２，５２２千円（基金負担分 ４２，５２２千円） 

（2） 実態調査の実施分析 

地域ニーズにあった在宅療養提供体制整備に資する事業実施及び進捗管理のた

めの実態調査・分析を行う。（調査は日本医師会総合政策研究機構等へ委託予定） 

○ 事業費 ８，６８０千円（基金負担分 ８，６８０千円） 

（3）ＩＣＴ等を活用した在宅医療連携システムの構築及び運用 

     ア 医療情報共有化システムの開発及び運用 

      県内各地域で在宅医療に取り組む医療機関、訪問看護ステーション等の関係機

関がＩＣＴを活用して相互に在宅患者の医療情報等を共有化し、効率的な連携に

取り組むことが可能となる「静岡県版在宅医療連携ネットワークシステム｣を開発

する。 

システムの機能を検証し、さらなる充実を図るため、実証導入を行うとともに、

在宅医療体制整備が進みつつある地区への導入促進を図る。 

○ 事業費 ２３０，２３４千円（基金負担分 ２３０，２３４千円） 

     イ 退院準備・在宅医療移行支援システムの構築 

      病院から在宅へ移行する際に、スムーズに移行ができるよう効果的な支援が可

能となる仕組を検討し、システムを構築する。 

○ 事業費 ３，０００千円（基金負担分 ３，０００千円） 

(4） 在宅医療に関わる関係機関等との連携体制の構築及び人材養成 

     医師・看護師等医療関係者他を対象とした研修会 

・在宅医療に取り組む医師看護師等を対象としたスキルアップ講習会を開催する。 

・在宅医療体制の構築に向けて先進的に取り組む事例等を研究検討する。 

・在宅医療に取り組む全ての関係者を対象とした意見・情報交換会を開催する。 

○ 事業費 ２９，９６２千円（基金負担分 ２９，９６２千円） 

(5） 県民向け啓発活動 

超高齢社会に対応した医療体制の整備を図るとともに、関係医療機関の連携によ

る急性期から回復期、在宅医療に至るまで切れ目のない医療の提供体制を構築する。
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ア 広報活動 

全県を対象としたシンポジウムを年３回程度開催するとともに、地域密着型の

地域セミナーを年３回程度開催する。 

なお、シンポジウム等の開催に当たっては、テレビ、新聞等のマスメディア

と連携し、開催前後に集中的に広報を行うなど効果的なものとする。 

○ 事業費 ３３，７３６千円（基金負担分 ３３，７３６千円） 

イ 相談窓口の設置 

県民向けの在宅医療に関する相談窓口を設置する。（窓口設置は静岡県訪問看

護ステーション協議会へ委託予定） 

○ 事業費 １，５００千円（基金負担分 １，５００千円） 

 

４ 医療人材の技術の向上 

（1）  医科大学への寄附講座設置等 

救急医療及び周産期医療の医師等の従事者の養成にかかる寄附講座を浜松医科大

学に設置することにより、医師不足が顕著な麻酔科、産科及び小児科（新生児医療

担当）の医師の確保及び技術向上を図る。 

     ア 浜松医科大学に寄附講座「地域周産期医療従事者育成講座（仮称）」を創設 

        浜松医科大学に寄附講座を創設することにより、周産期専任教員を増員し、

平成28年度までに、周産期専門医（母体・胎児、新生児）を18人程度養成し、

県内病院の勤務医増員を図るほか、助産師等を対象としたオープン形式の講習

会・講演会を開催し、周産期医療従事者の技術向上を図る。 

      院内、関連病院での研修、海外学会への積極的な派遣のほか、新生児蘇生講

習会（８回／年）、周産期医療講演会（２回／年）等を実施する。 

○ 事業費 １３５，０００千円（基金負担分 １３５，０００千円） 

   イ 救急医学研修指導者育成事業（仮称） 

        日本シミュレーション学会認定指導者を講師に招き、高機能シミュレータを

活用した研修体制を整備し、県内の医療機関に勤務する救急、麻酔科医を対象

にプリセプタ医（インシデント・アクシデント等に適切に対応できる指導者 

（50人／年））の養成を図る。 

○ 事業費 １８，１０８千円（基金負担分 １２，７０８千円） 

内 設備整備（高機能シミュレーター）整備 

  １０，７９９千円（基金負担分 ５，３９９千円）【再掲】 

  研修事業 

   ７，３０９千円（基金負担分 ７，３０９千円） 

(2） 看護職員等医療従事者資質向上 

ア 認定看護師養成事業 

救急医療・周産期医療を担う認定看護師を養成する。 

認定看護分野：救急看護、新生児集中ケア、小児救急看護 

養成数   ：12人／年 

○ 平成24年度～平成25年度 

○ 事業費 １００千円（基金負担分 １００千円） 
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    イ 看護職員等高度技能習得事業 

高度化する医療及び設備に対応できる看護職員等を養成するため、救命救急セ

ンター等三次医療機関での実地研修の機会を確保し、技能の向上を図る。 

研修先：救命救急センター（県内８施設） 

    総合周産期母子医療センター（県内３施設） 

研修者数：44人／年 

○ 平成24年度～平成25年度 

○ 事業費 ２１６千円（基金負担分 ２１６千円） 

(3） 病院経営改善人材の養成 

病院の経営改善をテーマにした実践演習 

・医療経営アドバイザーの指導による実践演習 

・経営改善事例演習、民間医療機関が有する経営ノウハウの収集 

・経営改善手法を発信するための講演会の開催 

○ 平成24年度～平成25年度 

○事業費 １７，９１９千円（基金負担分 １７，９１９千円） 

(4） 在宅医療に関わる関係機関等との連携体制の構築及び人材養成【再掲】 

     医師・看護師等医療関係者他を対象とした研修会 

・在宅医療に取り組む医師看護師等を対象としたスキルアップ講習会を開催する。 

・在宅医療体制の構築に向けて先進的に取り組む事例等を研究検討する。 

・在宅医療に取り組む全ての関係者を対象とした意見・情報交換会を開催する。 

○ 事業費 ２９，９６２千円（基金負担分 ２９，９６２千円） 
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Ⅶ 施設・整備対象医療機関の病床削減数 

 

２次医療圏名 過剰・非過剰の別 医療機関名 整備前病床数 整備後病床数 病床削減割合 

賀  茂 過 剰 賀茂医師会急患センター ０ ０ － 

駿東田方 過 剰 三島社会保険病院 １６３ １８８ － 

駿東田方 過 剰 フジ虎ノ門整形外科病院 ２１１ ２１１ － 

富  士 非過剰 富士市立中央病院 ５９６ ５２４ △12.1％

静  岡 非過剰 静岡県立こども病院 ２７９ ２７９ － 

静  岡 非過剰 静岡市立清水病院 ５００ ５００ － 

静  岡 非過剰 静岡済生会総合病院 ６４９ ６１６ △5.1％ 

志太榛原 非過剰 藤枝市立総合病院 ５９４ ５６４ △5.1％ 

志太榛原 非過剰 焼津市立総合病院 ４８６ ４８６ － 

中 東 遠 非過剰 小笠医師会急患センター ０ ０ － 

中 東 遠 非過剰 磐田医師会急患センター ０ ０ － 

西  部 非過剰 総合病院聖隷三方原病院 ８７４ ８７１ △0.3％ 

 

 

Ⅷ 地域医療再生計画終了後に実施する事業 

地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても、Ⅵに掲げ

る目標を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると見込ま

れる事業については、平成26年度以降も、引き続き実施していくこととする。 

 
(1) 駿豆・御殿場２次救急医療圏救急医療情報システム 

H26～：37,267千円／年（人件費、保守管理費） 

(2) 駿豆・御殿場２次救急医療圏ドクターバンク事業 
H26～：14,800千円／年（人件費） 

(3) 賀茂医師会急患センター 
H26～：18,240千円／年（人件費、諸経費） 

(4) 浜松医科大学寄附講座開設 
H26～：28,500千円／年（教員、事務員の継続雇用） 

（5） 静岡県医師会在宅医療体制整備・推進事業 

H26～：78,250千円／年（本部・協議会運営費、システム保守費他） 

(6)  県民向け啓発活動 

H26～：1,000千円／年（事業費） 
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Ⅸ 地域医療再生計画作成経過 

平成23年１月５日 

～２月17日   関係機関に対し個別説明 

平成23年１月11日    医療対策協議会  開催 再生計画（案）の作成について報告 

平成23年３月４日    周産期医療協議会 開催 再生計画（案）の作成方針協議 

平成23年３月８日    救急医療対策協議会開催 再生計画（案）の作成方針協議 

平成23年３月９日    医療対策協議会  開催 再生計画（案）の作成方針協議 

平成23年３月11日    医療審議会    開催 再生計画（案）の作成方針決定 

平成23年５月30日    救急医療対策協議会開催 再生計画（案）の協議 

平成23年５月30日    周産期医療協議会 開催 再生計画（案）の協議 

平成23年６月３日    医療対策協議会  開催 再生計画（案）の協議 

平成23年６月８日    医療審議会    開催 再生計画（案）の決定 

平成23年10月25日    医療対策協議会  開催 再生計画（最終）の決定 

 
 
 

 


